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保育園等の登園自粛要請の解除について（通知） 

 

日頃から、本市の児童福祉行政にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

国の緊急事態宣言を受け、４月２０日（月）から登園自粛をお願いしているところですが、

地域の感染状況や小中学校が５月１８日（月）から段階的に再開することを踏まえ、登園自粛

要請を５月１７日（日）をもって解除させていただきます。長期間にわたる登園自粛にご協力

いただき、ありがとうございます。 

 今後、感染状況により対応に変更があった場合は、随時お知らせします。引き続き、ご理解・

ご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 家庭での健康観察について 

毎朝、家庭での検温、健康観察は継続してください。平常時の状況を基準として児童や 

同居家族に発熱又は強いだるさや息苦しさなどの風邪の症状がある場合には、登園を控えて

ください。登園後に同様の症状が見られた場合には、速やかに帰宅し、休養するようお願い

します。 

 また、日常生活においても、国が示す新しい生活様式の実践例を参考に、引き続き感染 

予防に努めていただくようお願いします。 

 

２ 登園自粛要請期間（４月２０日～５月１７日）の保育料・副食費等の取り扱いについて 

  【保育料について】（０歳児～２歳児） 

  登園自粛をしたご家庭の保育料については、自粛期間の保育料を日割計算します。 

 自粛期間についての出欠については、各園で管理していますので、保護者の方からの 

申請は不要です。返還金額や返還方法については、後日お知らせします。 

  

【副食費等について】（３歳児～５歳児） 

  園にお問い合わせください。 
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